
吉見町小規模契約希望者登録要領 

 

 （目的） 

第１条 町が発注する小規模な契約について、町内業者の受注の機会を広げ、積極的 

 に活用することによって、町内経済の活性化を図ろうとするものである。  

 

 （登録できる者） 

第２条 個人にあっては住民票上の住所を、法人にあっては登記簿上の本店所在地（以

下「主たる事業所」という。）を吉見町内に置く者とし、適法の範囲内において希望

業種、建設業の許可の有無、経営組織、従業員数等は問わない。  

 

 （登録できない者） 

第３条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録することができない。 

 一 吉見町内に住所又は主たる事業所を置かない者 

 ニ 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者（特別の理由の

ある者を除く。） 

 三 吉見町競争入札参加者の資格等に関する要綱（以下「要綱」という。）に基づく

申請書を提出し、既に資格者名簿に登載されている者 

 四 希望業種を履行するために必要な資格・許可等を有しない者  

五 町税を滞納している者 

   

 （登録の方法） 

第４条 登録申請の定期受付は、西暦の偶数年の３月から実施するものとする。ただ

し、必要に応じ随時受付を行うものとする。 

 

 （登録申請書及び添付書類） 

第５条 申請者は、吉見町小規模契約希望者登録申請書（様式１号）及び別表１に掲

げる書類を添付するものとする。 

 

（登録の有効期限） 

第６条 登録の有効期限は、定期受付を実施した年度の翌年度から起算して２年間と

する。ただし、随時受付の場合は、受付日から受付日の属する定期受付の有効期限

の末日までとする。 

 

（登録者の取扱い） 

第７条 登録者は「吉見町小規模契約希望者登録名簿」に登載して、該当する契約に

係る業者選定に際し、積極的に見積参加の機会を与えるよう努めるものとする。な

お、この場合において要綱に基づく資格審査申請書を提出している者の選定を妨げ



     

るものではない。 

 

 （変更届の提出） 

第８条 申請書を提出した者は、申請内容に変更があったときは、直ちに吉見町小規

模契約希望者変更届（様式２号）を町長に提出しなければならない。 

 

 （対象となる予定価格） 

第９条 この登録に際し、対象となる額は、吉見町契約規則第１２条に定められてい

る額とする。 

 

 （委任） 

第１０条 この要領に関し必要な事項は、町長が別に定める。  

 

  附 則 

 この要領は、平成１２年３月１日から施行する。  

 この要領は、平成１８年１月６日から施行する。  

 この要領は、平成２５年１２月２０日から施行する。 

この要領は、平成２８年１月２０日から施行する。 

 



様式１号 

 

吉見町小規模契約希望者登録申請書 

 

  年  月  日 

 

吉見町長   様 

 

  ･  年度 吉見町が発注する小規模契約に関し、登録くださるよう申請します。 

また、申請に際し、吉見町小規模契約希望者登録要領第２条及び３条で必要とする情報

について調査・確認することに同意します。 

 

所在地又は住所 
〒３５５－０１ 

吉見町 

フ リ ガ ナ 

商 号 又 は 名 称 

 

 

フ リ ガ ナ 

代表者役職名・氏名 

 

                            

法人番号（１３桁）              
※個人の場合は記入不要 

電 話 番 号  ＦＡＸ番号  

メールアドレス            ＠ 

 

 希 望 業 種 

登録希望業種 内     容 
許可・免許を有する場合

そ の 種 類 ・ 名 称 等 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

注３ 希望業種の履行に際して、許可・免許等が必要な業種は、それらを受けている場合

のみ申請できます。 



     

別表１ 

申請の区分 

添付書類 

建設工事請  

負 

建設資材納  

入 

設計・調

査・測量 

土木施設維

持管理 
物  品 そ の 他     

建設業許可証の写し（許可を受け

ている者） 
○      

登録証明書の写し   ○    

営業に必要な登録、免許又は許可

等証明書の写し 
    ○ ○ 

代理店又は特約店等の証明書の写

し 
    ○ ○ 

 

 

【吉見町小規模契約希望者登録要領第２条及び３条 抜粋】 

（登録できる者） 

第２条 個人にあっては住民票上の住所を、法人にあっては登記簿上の本店所在地（以下

「主たる事業所」という。）を吉見町内に置く者とし、適法の範囲内において希望業種、

建設業の許可の有無、経営組織、従業員数等は問わない。 

 

 （登録できない者） 

第３条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録することができない。 

 一 吉見町内に住所又は主たる事業所を置かない者 

 ニ 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者（特別の理由のある

者を除く。） 

 三 吉見町建設工事請負等競争入札参加者に関する要綱及び吉見町物品その他等競争

入札参加者に関する要綱（以下「要綱」という。）に基づく申請書を提出し、既に資

格者名簿に登載されている者 

 四 希望業種を履行するために必要な資格・許可等を有しない者 

五 町税を滞納している者 

 

【吉見町契約規則第１２条 抜粋】 

(1) 工事又は製造の請負 2,000,000円 

(2) 財産の買入れ 1,500,000円 

(3) 物件の借入れ  800,000円 

(4) 財産の売払い  500,000円 

(5) 物件の貸付け  300,000円 

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 1,000,000円 

 

https://www1.g-reiki.net/town.yoshimi/reiki_honbun/e358RG00000175.html#e000000261


     

様式２号 

 

吉見町小規模契約希望者変更届 

 

  年  月  日 

 

吉 見 町 長  様 

 

〒３５５－０１ 

所在地又は住所 吉見町             

商号又は名称                 

代表者役職名                 

代 表 者 氏 名                 

 

 

     ･  年度 吉見町小規模契約希望者登録に関し、下記のとおり変更があるの

で届け出ます。 

 また、申請に際し、吉見町小規模契約希望者登録要領第２条及び３条で必要とする情報

について調査・確認することに同意します。 

記 

 

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変 更 年 月 日 

    

 
   

 
   

    

 

受 付 番 号 
 届 出 事 務 

担 当 者 

 

電 話 番 号    －       Ｆ Ａ Ｘ 番 号    －       

 



     

【吉見町小規模契約希望者登録要領第２条及び３条 抜粋】 

（登録できる者） 

第２条 個人にあっては住民票上の住所を、法人にあっては登記簿上の本店所在地（以下

「主たる事業所」という。）を吉見町内に置く者とし、適法の範囲内において希望業種、

建設業の許可の有無、経営組織、従業員数等は問わない。 

 

 （登録できない者） 

第３条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録することができない。 

 一 吉見町内に住所又は主たる事業所を置かない者 

 ニ 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者（特別の理由のある

者を除く。） 

 三 吉見町建設工事請負等競争入札参加者に関する要綱及び吉見町物品その他等競争

入札参加者に関する要綱（以下「要綱」という。）に基づく申請書を提出し、既に資

格者名簿に登載されている者 

 四 希望業種を履行するために必要な資格・許可等を有しない者 

五 町税を滞納している者 


